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北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
方
面
行
き
バ

ス
や
各
市
立
公
民
館
な
ど
に
設
置
し
て
い
る

医
療
セ
ン
タ
ー
再
診
受
付
機
（
仮
受
付
）
の

利
用
を
1
月
末
で
終
了
し
ま
す
。
利
用
者
の

皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く

は
、
広
報
み
き
平
成
29
年
11
月
号
36
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
（市）
財
政
課
　
情
報
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

住
基
カ
ー
ド
で
e
‐
T
a
x
な
ど
を
利
用
す
る
方
へ

住
基
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
の
確
認
を

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
方
面
行
き
バ
ス
・
各
市
立
公
民
館
な
ど
の

再
診
受
付
機
は
1
月
31
日
で
利
用
を
終
了

事
業
者
の
皆
様
へ

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
（
指
名
願
）
の
受
付

e
‐
T
a
x
（
国
税
電
子
申
告
・
申
請
シ
ス
テ
ム
）
な
ど
の
利
用
に
は
、
電
子
証

明
書
が
有
効
な
住
民
基
本
台
帳
（
住
基
）
カ
ー
ド
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要

で
す
。

住
基
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
（
発
行
日
よ
り
3
年
間
）
が
切
れ
て
も
、

住
基
カ
ー
ド
（
電
子
証
明
書
を
含
む
）
の
発
行
・
更
新
は
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
で
e
‐
T
a
x
な
ど
を
利
用
す
る
場
合
は
、
住
基
カ
ー

ド
の
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
確
認
の
上
、
必
要
な
方
は
早
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■問 

・
■申請
（市）
市
民
課
　
市
民
グ
ル
ー
プ

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

●
申
請
か
ら
交
付
ま
で
、

約
１
カ
月
か
か
り
ま
す
。

●
交
付
は
無
料
で
す
。

●
申
請
方
法
は
、
通
知
カ
ー
ド
・
交
付
申
請

書
と
と
も
に
各
世
帯
に
送
付
し
て
い
る
案

内
や
国
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
は
有

効
期
間
が
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
切
手
を
貼

ら
ず
に
使
用
で
き
ま
す
。

●
市
役
所
3
階
市
民
課
・
吉
川
支
所
市
民
生

活
課
で
は
交
付
申
請
書
ま
た
は
本
人
確
認

書
類
が
あ
れ
ば
、
窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
交
付
の
申
請
が
で
き
ま
す
。
申
請

に
必
要
な
写
真
は
無
料
で
撮
影
し
ま
す
。

▶

電子証明書の有効期限はカード
に記載していません。発行時の
控えまたはホームページ｢公的
個人認証サービス　ポータルサ
イト｣でご確認ください。

電子証明書の有効期限ではありません（住基カードの
有効期限です）。

▲バス車内の再診受付機

市
で
は
、
平
成
30
・
31
年
度
に
発
注
す
る
「
建
設
工
事
」、「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
」
の
受
注
を
希
望
す
る
業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
（
指
名
願
）

を
受
け
付
け
ま
す
。

同
時
に
、「
物
品
調
達
・
役
務
提
供
等
」
の
受
注
を
希
望
す
る
業
者
で
、
昨
年
申
請

し
て
い
な
か
っ
た
業
者
の
追
加
受
付
（
平
成
30
年
度
分
）
も
行
い
ま
す
。

▼
申
請
方
法

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
ま
た
は
市
役
所
4
階
管
財
課
で
配

布
（
要
実
費
）
す
る
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

■問 

・
■申請 

（市）
管
財
課
　
契
約
グ
ル
ー
プ

▼
受
付
期
間　

1
月
9
日
㈫
〜
22
日
㈪

▼
申
請
の
有
効
期
間

・
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務:

平
成
30
・
31
年

度
（
2
年
間
）

・
物
品
調
達
・
役
務
提
供
等:

平
成

30
年
度
（
1
年
間
）

三木市役所・〒673-0492  上の丸町10-30・182－20009

新
成
人
の
皆
様
へ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国民年金保険料の納付は便利でお得な口座振替を
利用してください。6カ月分、1年分、2年分をまとめ
て「前納」すると保険料が割引されます。

2年前納（口座振替）のメリット
●平成29年度の割引額15,640円（参考）
●2年前納の社会保険料控除は、全額を納めた年に控
除するか、各年分の保険料に相当する額を各年に
控除するか選択できます。

●クレジットカードによる納付もできます。「口座振替」
に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページ
（http://www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。
■問・■申込明石年金事務所　☎078－912－4980

2年前納（口座振替）の申込期限は2月末

身体障害者手帳などの交付を受けていな
くても要介護認定（要介護3以上）を受け
ている65歳以上の方は、確定申告で障害者
控除などの対象となる場合があります。該
当する方は相談してください。
なお、すでに認定書の交付を受けている
方で、状況が変わらない方は引き続き利用
できますので、再申請の必要はありません。
■問・■申請（市）福祉課　総務・高齢者福祉グループ

障害者控除対象者認定書
の交付

国
民
年
金
は
、
若
い
と
き
に
公
的
年

金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、
年
を
と
っ
た
と
き
・
病
気
や
け
が

で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
・
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

方
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
制
度

で
す
。

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た

め
、
安
定
し
て
お
り
、
年
金
の
給
付
は

生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
年
を
と
っ
た
と
き
の

老
齢
年
金
の
ほ
か
、
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
も
あ
り
ま
す
。
障
害
年
金
は
病
気

や
事
故
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
に
、

遺
族
年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合

に
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
遺
族
（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」

や
「
子
」）
が
受
け
取
れ
ま
す
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
で
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

●
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

◎
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
初
め
て
加

入
す
る
と
年
金
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
勤
務
先
、
住
所
、
氏
名
が
変
わ
っ

て
も
一
生
涯
使
用
し
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
明
石
年
金
事
務
所

　
☎
0
7
8
I
9
1
2
l
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毎
月
の
保
険
料
が
払
え
な
い
と
き

は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

みっきぃナビ

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

人
権
の
目

相　

談

健　

康

く
ら
し

教
室
・
講
座

募　

集

子
育
て

催　

し

カ
メ
ラ
日
記


